
協議離婚の場合
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押印は任意です。

当事者以外の成人の方
２名の署名が必要

婚姻中の氏で必ず本人が
自署してください。

昼間連絡のとれる電話連絡を
記入してください。

■婚姻前の氏に戻る場合
　(1)もとの戸籍（婚姻前の父母の戸籍等）にもどる
　　※筆頭者氏名は婚姻前の筆頭者
　　※婚姻前の戸籍が除籍になっている場合は戻れません
　(2)自分で新戸籍をつくる（左記の例）
　　※筆頭者は婚姻前の氏

■離婚後も継続して配偶者の氏を称する場合
　(3)「戸籍法７７条の２」の届出が必要です
　　※この欄の記入は不要

 【婚姻で氏が変わった人は離婚によって戸籍が変動します】

✓

✓

うみがわ　みらい

未成年の子がいる場合は
面会等の取り決めについて
当てはまる項目に✓を
記入してください。

〇 〇 〇 〇

未成年の子が
いる場合は、
夫婦の一方に
親権を定める
ことになります。

親権を行う子の
氏名を記入して
ください。


